参考
落札者の決定方法について
[bookmark: _GoBack]最低額の同額見積があった場合、以下の方法で抽選により落札者を決定します。

【抽選による落札者の決定方法】
1 見積参加者は、見積書に見積金額とは別に、任意の３桁の数字をあらかじめ記載しておきます。入札書に数字が記入されていないものは０とみなします。
2 最低額の同額見積があった場合、同額見積者に五十音順で抽選用番号（０．１．２．３・・・）を付けます。
3 立会人２者が各々くじ棒を引き、２桁の乱数を決めます。
※立会人が欠席の場合は、入札担当以外の職員がくじを引きます。
4 同額見積者が見積書に記載した数字の合計に、③で決定した乱数を加え、同額見積者数で除します。
5 商の余りを用い、その数字と②の番号が一致した者を落札とします。

【例】３社で抽選となった場合
	抽選用番号
	業者名
	抽選用数字
	（１２３＋２３４＋３４５＋９８）÷３
＝２６６余り２
したがって、２の番号の
たかつき社が落札者となります

※３で割ると、
余りは０又は１、２のいずれかになります

	０
	おおさか社
	１２３
	

	１
	けいやく社
	２３４
	

	２
	たかつき社
	３４５
	

	入札立会人（１０の位を引きます）
	９０
	

	入札立会人（　１の位を引きます）
	８
	

	抽選用の数字の合計
	８００
	







